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○幌加内町住宅リフォーム補助金交付要綱 

平成26年３月28日訓令第７号 

改正 

平成30年９月19日訓令第15号 

平成31年３月19日訓令第３号 

令和２年６月19日訓令第25号 

令和５年12月13日訓令第40号 

幌加内町住宅リフォーム補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 幌加内町は、町民並びに町内企業等に従事する従業員の住環境の向上及び定住の

促進を図るため、住宅の改築、増築又は住宅の耐久性及び性能の向上のための改修、若

しくは設備改修（以下「リフォーム工事」という。）を実施する者に対し、予算の範囲

内において補助金を交付する。 

２ 前項の補助金交付に関しては、幌加内町補助金等交付規則（昭和59年規則第６号。以

下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 個人住宅～公営住宅及び賃貸住宅を除く、自己の居住の用にする建築物 

(２) 併用住宅～建築物に個人住宅の他に店舗、事務所及び賃貸住宅（以下「非個人住

宅」という。）の部分がある建築物 

(３) 雇用促進住宅～企業等が所有する（賃貸建物を除く）従業員の居住の用に供する

建物 

(４) 設備改修～単なる機器の更新は除く。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の要件を満

たす者とする。 

(１) 住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）に基づく住民票に登録されている者並び

に町内の企業等。 

(２) 公租公課を完納している者並びに企業等。 
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(３) 町長が指定する要件を備えている者並びに企業等。 

（補助対象事業等） 

第４条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるところによる。 

(１) 個人住宅、併用住宅 

ア 補助金の交付対象となる事業は、工事金額（消費税及び地方消費税は除く。以下

同じ。）が15万円以上のリフォーム工事とする。ただし、併用住宅のリフォーム工

事については、個人住宅部分を補助対象とし、非個人住宅部分の床面積の割合で按

分し工事金額を算出する。 

イ 補助金の額は、リフォーム工事に要した工事金額の５分の２に相当する金額（当

該金額30万円を超えるときは30万円とし、千円未満の端数は切り捨てる。）とする。 

(２) 雇用促進住宅 

ア 補助金の交付対象となる事業は、工事金額（消費税及び地方消費税は除く。以下

同じ。）が15万円以上のリフォーム工事とする。 

イ 補助金の額は、リフォーム工事に要した工事金額の４分の３に相当する金額（当

該金額75万円（一人入居者当たり）を超えるときは75万円とし、千円未満の端数は

切り捨てる。）とする。 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、幌加内町住宅

リフォーム補助金交付申請書（第１号様式）に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請

しなければならない。 

(１) リフォーム工事前の住宅状況を明らかにする写真 

(２) 住宅のリフォーム工事内容を明らかにする図面 

(３) リフォーム工事見積書の写し 

(４) その他町長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第６条 町長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付の可

否を決定し、幌加内町住宅リフォーム補助金交付決定通知書（第２号様式）により、申

請者に通知するものとする。 

（変更承認の申請） 

第７条 申請者は、第５条の規定により交付申請した内容を変更し、又はリフォーム工事
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を中止若しくは廃止しようとするときは、幌加内町住宅リフォーム補助金変更（中止・

廃止）承認申請書（第３号様式）に第５条各号に掲げる書類のうち、変更に係る書類を

添付して町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、変更等の承認の可

否を決定し、幌加内町住宅リフォーム補助金変更（中止・廃止）承認通知書（第４号様

式）により、当該申請者に通知するもとする。 

（補助金の交付等） 

第８条 申請者は、リフォーム工事が完了した後、速やかに幌加内町住宅リフォーム補助

金完了届（第５号様式）及び幌加内町住宅リフォーム補助金交付請求書（第６号様式）

に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

(１) リフォーム工事後の住宅状況を明らかにする写真 

(２) リフォーム工事の領収書の写し、又は振込依頼書の写し 

(３) その他町長が必要と認める書類 

２ 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付する。 

３ この要綱に基づく補助金の交付決定者は同内容のものについては10年、異なる内容の

ものについては５年以内に１度限りとする。ただし、前項の規定による補助金の交付を

受けた後、１年を経過した者で特に町長が認めた場合は、この限りではない。 

（補助金の確定等） 

第９条 町長は、前条第１項に規定する完了届の提出があったときは、前条第２項の審査

及び現地調査等によりその報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容並

びにこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合と認めたときは、

交付すべき補助金等の額を確定し、幌加内町住宅リフォーム補助金確定通知書（第７号

様式）により当該申請者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第10条 町長は、補助対象者が次のいずれかに該当した場合には、補助金の全部又は一部

の返還を命ずることができる。 

(１) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(２) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。 

(３) 交付決定を受けてから５年以内に転売又は喪失したとき。 

(４) 前号の規定による返還額は、居住年数に応じて次の表に定める返還率を乗じて得
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た額とする。 

居住年数 返還率 

１年未満 ５分の５ 

１年以上２年未満 ５分の４ 

２年以上３年未満 ５分の３ 

３年以上４年未満 ５分の２ 

４年以上５年未満 ５分の１ 

（委任） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

（要綱の失効） 

２ この要綱は、令和９年３月31日限り、その効力を失う。 

（要綱失効に伴う経過措置） 

３ 要綱第10条の規定は、同要綱の失効後においてもなおその効力を有する。 

附 則（平成30年９月19日訓令第15号） 

（施行期日） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成31年３月19日訓令第３号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年６月19日訓令第25号） 

この要綱は、公布の日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

附 則（令和５年12月13日訓令第40号） 

この要綱は、令和６年３月31日から施行する。 
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第１号様式 
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第２号様式 
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第３号様式 
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第４号様式 
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第５号様式 
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第６号様式 
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第７号様式 

 


